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教育訓練給付金制度 周知広報（産業分類別/規模別　事業所訪問数）

産業分類　大分類 5月 6月 7月 8月 9月 10月

A,B(01-04)　農業、林業、漁業 ー 1 ー 1 ー 1

C(05)　鉱業、採石、砂利採取業 ー ー ー 1 ー ー

D(06-08)　建設業 14 19 23 10 4 17

E(09-32)　製造業 7 16 51 11 2 7

F(33-36)　電気・ガス・熱供給・水道業 ー ー ー ー ー ー

G(37-41)　情報通信業 ー 2 2 2 ー ー

H(42-49)　運輸業、郵便業 2 4 2 1 19 12

I(50-61)　卸売業、小売業 8 18 28 6 3 4

J(62-67)　金融業、保険業 ー 3 4 5 ー ー

K(68-70)　不動産業、部品賃貸業 2 3 3 ー ー ー

L(71-74)　学術研究、専門・技術サービス業 2 2 2 9 4 1

M(75-77)　宿泊業、飲食サービス業 2 6 6 3 1 ー

N(78-80)　生活関連サービス業、娯楽業 3 1 2 2 1 ー

O(81,82)　教育、学習支援業 1 ー 1 7 12 2

P(83-85)　医療、福祉 9 13 32 18 11 25

Q(86,87)　複合サービス事業 1 ー ー ー ー ー

R(88-96)　サービス業（他に分類されないもの） 17 5 23 14 15 10

S,T(97-99)　公務、その他 ー ー ー ー ー ー

合計 68 93 179 90 72 79

規模 5月 6月 7月 8月 9月 10月

10人未満 31 5 18 17 25 17

10人以上～50人未満 25 36 36 24 30 29

50人以上～100人未満 4 14 30 21 11 9

100人以上 8 33 78 28 5 20

従業員数不明 ー 5 17 ー 1 4

合計 68 93 179 90 72 79



職業訓練を受講してみませんか？

高知労働局・ハローワーク

11月は人材開発促進月間です！

高知労働局・ハローワーク

あなたのしごと探しに、役立つスキルを。

高知労働局・ハローワーク

お問い合わせはハローワークへ

高知労働局・ハローワーク

１ ２

3 4

東洋電化中央公園ビジョン・スポットCM（静止画４枚15秒間のスライドショー）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年11月 1０日、報道機関の方が実際の職業訓練を見学・体験する「ハロートレーニング・メディアツアー」を開催しました！ 

当日は厚生労働省（労働基準局）広報キャラクター「たしかめたん」、高知県広報キャラクター「くろしおくん」が参加者と一緒に職業

訓練を体験するとともに、令和 7年 12月 1日発効予定の高知県の地域別最低賃金の PR活動を行いました！ 

 

（2025.11） 高知労働局 

 

■高知さんさんテレビ、RKC高知放送、高知ケーブルテレビの方を「ハロートレーニング体験大使」に任命し、 

高知労働局長から任命書を交付しました。 

 
  

 

 

 

 

 
住宅CAD リフォーム技術科 

（ポリテクセンター高知） 

 

機械CAD技術科 
（ポリテクセンター高知） 

 

 

基礎からしっかり学ぶ 
介護職員実務者研修科  

（高知介護福祉アカデミー） 
 

水道メータの交換体験 

2025

自動車整備科  
（高知高等技術学校） 

 

文字を彫刻して名刺づくり体験 

調理師科  

（RKC調理製菓専門学校） 

 

美容セラピー・エステティック養成科  
（ソワン・サクレうぐるす教室） 

 

木造建築科  
（中村高等技術学校） 

 

高知労働局長へのインタビュー 

高知労働局長へのインタビュー 参加記念の缶マグネット作成 ハンドトリートメント体験 

「喀痰吸引」及び「経管栄養」の体験 

桧の木材の薄切り体験 ドローンの飛行操作体験 

開会イベント 

見学・体験内容 ■報道機関の皆さんに「見て・体験して・知って」いただくことで、ハロートレーニングの理解を深め、その魅力を 

高知県民に広く報道していただけました。 

 

野菜などの飾り切り技術の体験 

電気カートの仕組みと乗車体験 



 

                         
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香南市野市図書館
（高知県香南市） 

オーテピア高知図書館 
（高知県高知市） 

高知中央自動車学校
（高知県高知市） 



医療・介護・保育分野 建設・警備・運輸分野 すべての分野

（高知労働局202507）

かんたん求人検索

求人のお問い合わせやご相談は最寄りのハローワークへお願いします！

希望する条件を

クリック

するだけ！

医療・介護・保育分野

の全国版はこちら。



ハローワーク高知
（職業紹介部門） 〒781-8560 高知市大津乙2536-6 （088）878-5321
(人材確保コーナー） 〈医療・介護・保育分野〉 〈建設・警備・運輸分野〉 （088）878-5327

ハローワーク
ジョブセンターほんまち 〒780-0870 高知市本町4‐3‐41-１F （088）826-8870

ハローワーク高知
若者相談コーナー 〒780-0841 高知市帯屋町2丁目1‐35-３F （088）802-2076

ハローワーク高知
香美出張所 〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1-4-10 （0887）53-4171

ハローワーク須崎 〒785-0012 須崎市西糺町4-3 （0889）42-2566

ハローワーク四万十 〒787-0012  四万十市右山五月町3-12 （0880）34-1155

ハローワーク安芸 〒784-0001 安芸市矢ノ丸4-4-4 （0887）34-2111

ハローワークいの 〒781-2120 吾川郡いの町枝川1943-1 （088）893-1225

●お問い合わせ先●

Follow me！
Instagram

高知労働局【公式】

高知労働局と高知県内のハローワークからイベント、

セミナー、職業訓練など様々な情報を発信しています‼



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高知介護福祉アカデミー 

 

基礎からしっかり学べる 

介護職員初任者研修科 

 
効率的に学べる 

介護職員実務者研修科 

介護労働安定センター 

高知支部 

 

介護労働講習（実務者研修を含む） 

③ ② ① 

④ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ 

① ③ 

④ ⑤ ⑥ ⑦ 

② 



 

 

字幕内容 

 

高知介護福祉アカデミー 

① 職業訓練校紹介 ～介護・福祉分野編～ ハロートレーニング－急がば学べ－ 

② 職業訓練校紹介 高知介護福祉アカデミー －高知市知寄町－ 

③ ～訓練風景～ 杖歩行の実技授業 

④ ～訓練風景～ 訓練生同士で学習内容を確認中。 

⑤ 「装具で利用者の身体の状態を再現。」 

  介護の基本理念・基礎的技術を習得し、介護施設等への就労を目指します。 

⑥ 訓練校内での座学・実技授業のほか、実際の介護現場での実習もあります。 

  実践的なスキルが身に付きます。 

⑦ 職業訓練校紹介 ～介護・福祉分野編～ 

高知介護福祉アカデミー 

  基礎からしっかり学ぶ介護職員実務者研修科 

効率的に学べる介護職員初任者研修科 

 訓練についてのお問い合わせ・お申し込みはお近くのハローワークまで。 

 

 

介護労働安定センター高知支部 

① 職業訓練校紹介 ～介護・福祉分野編～ ハロートレーニング－急がば学べ－ 

② 職業訓練校紹介 介護労働安定センター高知支部 －高知市堺町－ 

③ ～実技の訓練風景～ ベッドから車椅子への移乗 

④ ～実技の訓練風景～ 

⑤ 介護技術の基本から専門知識まで幅広く、また「たん吸引」「経管栄養」も学べることで、 

  未経験の方でも自信を持って介護現場で働くことができます。 

⑥ 同上 

⑦ 修了後・就職後も継続してサポートを行っています。 

「ありがとう」があふれる「やりがい」のある仕事。就職の選択肢として考えてみませんか？ 

⑧ 職業訓練校紹介 ～介護・福祉分野編～ 

介護労働安定センター高知支部 

  介護労働講習（実務者研修を含む） 

 訓練についてのお問い合わせ・お申し込みはお近くのハローワークまで。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ニチイ学館 高知校 

 

介護職員初任者研修科 

介護職員初任者研修実践科 

医療事務科 

うぐるす保育・教育学院 

 
保育スタッフ養成科 

① 

④ 

③ ② 

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ 

① 

② ③ 

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 



 

 

字幕内容 

 

ニチイ学館 高知校 

① 職業訓練校紹介 ～介護・福祉分野編～ ハロートレーニング－急がば学べ－ 

② 職業訓練校紹介 ニチイ学館 高知校 －高知市本町－（明治安田生命ビル内） 

③ 介護初任者研修実践科 ～実技の訓練風景～ 車いすの介助 

④ 同上 

⑤ 介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）は、介護のお仕事の入門資格。 

  食事・更衣、入浴介助など、高齢者や障がい者にさまざまな専門的サポートを行うための 

  確かな知識とスキルを身につけます。 

⑥ 介護に関する知識・技術を、反復しながら学習し、 

介護職としての専門知識と技術を習得します。 

介護施設での実習を行い、即戦力となる介護職員を目指します。 

⑦ 全国約 1,900 ヵ所の介護事業所を運営し、約 50 年にわたり教育事業を行っている 

  ニチイだからこその実績とノウハウが詰まった学習内容が大きな特徴です。 

⑧ 職業訓練校紹介 ～介護・福祉分野編～ 

ニチイ学館 高知校 

  介護職員初任者研修科 

介護職員初任者研修実践科 

 医療事務科「医療事務の訓練も実施しています。」 

 訓練についてのお問い合わせ・お申し込みはお近くのハローワークまで。 

 

 

うぐるす保育・教育学院 

① 職業訓練校紹介 ～介護・福祉分野編～ ハロートレーニング－急がば学べ－ 

② 職業訓練校紹介 うぐるす保育・教育学院 －高知市鵜来巣－ 

③ ～訓練風景～ レクリエーションの実技授業～ 

④ ～訓練風景～ この日は、講師と訓練生で輪になり、 

時には体も動かしながら学べる授業スタイルでした。 

⑤ 保育の基本や現場の現状と課題を学び、保育補助者として就職を目指します。 

  学科、実技だけでなく、職場見学も行っています。 

⑥ 同上 

⑦ 未来を担う子供たちのための保育のお手伝いをする仕事をしてみませんか？ 

⑧ 職業訓練校紹介 ～介護・福祉分野編～ 

うぐるす保育・教育学院 

  保育スタッフ養成科 

 訓練についてのお問い合わせ・お申し込みはお近くのハローワークまで。 

 



再就職、転職、スキルアップを目指す皆さまへ  

都道府県労働局・ハローワーク

「 リ ・スキリング等教育訓練支援融資」

のご案内

LL070919訓01

「リ・スキリング等教育訓練支援融資」は、スキルアップ等を目指す方々を支援する

ため、「教育訓練費用」と「教育訓練期間中の生活費」を融資する制度です！

一定の要件を満たした場合、融資額の返済が一部免除されます。

具体的な手続きは、お近くのハローワークにご相談ください！
（全国のハローワーク）

制度を活用し、生活面の不安なく教育訓練を受けませんか？

利用条件及び一部返済免除の概要などは

裏面をご覧ください。

さらに！

ハローワークで貸し付け要件の確認などの手続き後、別途、ハローワークが指定する金融機関（労働金庫）で
貸し付けの手続きが必要です。その結果、融資を受けられないもしくは融資額が減額となる場合があります。

※収入証明がない方も含みます。

• 融資利率は年2.0％の固定金利（信用保証料0.5%を含む）。 元金と利息の返済が遅れたら、

遅延している元金に対し年14.5%の損害金（遅延利息）の支払い義務が発生します。

• 担保および保証人は不要（ただし、労働金庫が指定する信用保証機関の利用が必要）です。

• ３か月毎にハローワークで職業相談を受ける必要があります。

• 教育訓練費用：入学金、授業料等の教育訓練機関に支払いが必要な費用は、労働金庫より教育訓練
機関に直接振り込みます。その他は本人の口座（労働金庫の口座に限ります。労働金庫に口座がな
い場合は、手続きの際に口座を開設する必要があります。生活費においても同じ。）へ振り込みます。

• 生活費：3か月毎に、3か月分を上限に本人の口座に振り込みます。

• 貸付日の属する月の翌月末以降、毎月末日を約定返済日とします。

• 訓練終了月の１年後の末日までは元金据置期間として、利息のみの返済となります。

• 基本的に、利息の支払いは訓練期間中に始まります。

• 元金据置期間終了後から10年以内に元利均等払いにより返済します（最終弁済時の年齢は76歳未満）。

• 貸付金の返済は、本人の労働金庫の口座から自動引き落としとなります。

融資内容

融資額

教
育
訓
練
費
用

年収200万円以上の方 年額最大120万円×最長２年間

年収200万円未満の方※または離職者 年額最大120万円×最長１年間

融資対象費用：入学金、授業料の他、実習費、受験費用、学用品（パソコン、タブレット等）代 等
（融資申込時点で支払済の費用は、領収書等で支払いが確認できる受験費用のみが融資対象）

生
活
費

年収200万円以上の方 月額最大10万円×受講予定訓練月数（最長24か月）

年収200万円未満の方※または離職者 月額最大10万円×受講予定訓練月数（最長12か月）

貸付
方法

返済
方法

（制度ホームページ）



以下の事項にご注意ください

◆ この制度は利息を含めて返済が必要になります。融資を受ける額は、将来返済が可能であり、真に必要な額としてください。

利息の返済は教育訓練受講中に必要になる場合があります。

◆ 労働金庫で行う金融機関としての審査の結果、貸し付けを受けられない場合があります。

◆ 訓練を途中で辞めた場合、速やかにハローワークに届け出て、労働金庫で契約変更の手続きを行ってください。

◆ 申請書類の虚偽記載による貸し付けの不正利用が発覚等した場合、直ちに債務残高の全額を一括返済しなければなりません。

また、詐欺罪などで処罰されることもありますのでご注意ください。

◆ 約定どおりに返済がなされない場合には、個人信用情報機関に遅滞状態にある旨が登録され、他の金融機関を利用する際に不

利益を受ける可能性がありますので、ご注意ください。

◆ 返済免除額のうち、生活費にかかる額は一時所得として所得税の課税対象となるため、一定金額以上の生活費用の返済の免除

を受けた場合、確定申告の手続きが必要となります。

以下の要件を満たしたことをハローワークが確認した場合、当該日の債務残高の一部を

「免除割合」のとおり免除します。

賃金が５％以上上昇した時 残債務の30％（上限額は100万円）

賃金が10％以上上昇した時 残債務の50％（上限額は150万円）

• 融資申込時点での融資対象者本人の年収が500万円未満であること

• 求職者支援訓練、公共職業訓練または教育訓練給付金の指定講座を修了すること

• 訓練終了日の翌日から１年以内に雇用保険被保険者として就職し、1年以上継続的に雇用されること

• 訓練修了後の賃金が訓練開始前の賃金と比較して５％以上上昇していること

免除
割合

等

融資を利用できる方の主な条件

◼ ハローワークに求職の申し込みをしていること

◼ 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと

◼ 労働の意思と能力があること

◼ 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

◼ 過去に３年以上の就業経験があること

◼ キャリアコンサルティングを受けて、ジョブ・カードを作成していること

◼ 融資申込時に18歳以上、融資開始時に66歳未満であること

融資の対象となる教育訓練

◼ 訓練期間が１か月以上４年以内のもの（融資期間は、訓練期間のうち訓練開始から最大２年間）

◼ 以下のいずれかに該当するもの

• 学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校または

各種学校が提供する教育訓練

• 厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を実施している法人等が提供する教育訓練

• 求職者支援訓練または公共職業訓練等

融資を受けるには、

条件を満たす方が対象の教育訓練を受講することが必要です。

返済の一部免除



従業員の教育訓練や資格取得を応援する事業主の皆さまへ

都道府県労働局・ハローワーク LL070707保01

教育訓練休暇給付金のご案内（簡略版）

事業主の皆さまへのお願い

事業主

向 け

支給までの流れ ハローワーク労働者事業主

雇用保険の一般被保険者が、在職中に職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、

休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

教育訓練休暇給付金は、一般被保険者である労働者本人の意思で、業務命令によらず、就業規則等に基づき、

教育訓練を受けるための無給の休暇を取得することが支給要件になっています。

給付金を受けるのは労働者本人ですが、手続に関して事業主の皆さまのご対応が必要です。

下記の支給までの流れをご確認ください。

解雇等を予定している労働者は、教育訓練休暇給付金の支給対象にはなりません。

なお、解雇等を予定している労働者について、虚偽の届出を行った場合は、罰則の対象になります。

詳しくは「教育訓練休暇給付金のご案内」（パンフレット）及び厚生労働省ホームページを御確認いただき、

ご不明な点はお近くのハローワークまでお問い合わせください。

教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定します。（規程例はパンフレットをご参照ください）

教育訓練休暇の

取得について合意

教育訓練

休暇開始

休暇開始日から起算して30日を

経過するごとに認定申告書を提出

教
育
訓
練
休
暇
に
関
す
る
就
業
規
則
等
の

整
備

左
記
の
書
類
を
労
働
者
本
人
に
対
し
て
交
付

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
賃
金
月
額
証
明
書
等
を

提
出

事
業
主
に
教
育
訓
練
休
暇
取
得
確
認
票
を

提
出

事
業
主
か
ら
交
付
さ
れ
た
書
類
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
全
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
提
出

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
認
定
申
告
書
を
提
出
（
初

回
）

審
査
・
支
給
決
定

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
認
定
申
告
書
を
提
出

審
査
・
支
給
決
定

受
給
資
格
決
定
通
知
の
交
付
、
初
回
認
定

の
日
程
等
を
案
内

休暇開始日の
翌日から
起算して

10日以内

休暇開始日から起算して30日以内

事
業
主
に
賃
金
月
額
証
明
票
・
教
育
訓
練
休

暇
給
付
金
支
給
申
請
書
等
を
交
付

一般被保険者である労働者本人と事業主とで教育訓練休暇の取得について合意の上、労働者本人から教育

訓練休暇取得確認票が提出されます。内容を確認して、必要事項を記入します。

その上で、労働者の休暇開始日の翌日から起算して10日以内に休暇開始日の前日までの賃金支払い状況

等を記載した賃金月額証明書をハローワークに提出してください。（その際、就業規則等の写し、賃金台帳、

出勤簿等を添付してください）

賃金月額証明書をハローワークに提出した後、ハローワークから賃金月額証明票（事業主控え、本人手続用）

及び教育訓練休暇給付金支給申請書を交付します。賃金月額証明票（本人手続用）及び教育訓練休暇給付金

支給申請書は、一般被保険者である労働者が教育訓練休暇給付金の支給申請を行うために必要になります

ので、速やかに労働者本人に交付してください。

注意



都道府県労働局・ハローワーク LL070707保02

教育訓練休暇給付金のご案内（簡略版）

20年以上10年以上20年未満５年以上10年未満加入期間

150日120日90日所定給付日数

主な支給要件

支給までの流れ

教育訓練休暇の取得に当たっては、事業主の承認・手続が必要になりますので、教育訓練休暇の取

得にあたっては、事業主の方とよくご相談ください。また、教育訓練休暇給付金の支給に関しては、

別途詳細な要件がありますので、「教育訓練休暇給付金のご案内」（パンフレット）及びホームページ

をご確認いただき、ご不明な点は、住居所を管轄するハローワークまでお問い合わせください。

給付日数・給付日額等

教育訓練休暇給付金を受給した場合、原則として、一定期間は失業給付等の雇用保険制度に基づく

給付金を受給できません（ただし、教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません）。

注意事項

• 休暇開始前２年間に12か月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の勤務実態がある月が被保険者期間として算定の対象になります)

• 休暇開始前に５年以上、雇用保険に加入していた期間があること
（離職期間等がある場合であっても、一定の要件に合致すれば加入期間を通算できます)

• 業務命令によらず、就業規則等に基づき教育訓練を受けるための無給の休暇を取得していること

雇用保険の加入期間に応じて給付日数が異なります。

給付日額は、原則休暇開始前６か月の賃金日額に応じて算定されます（失業給付の算定方法と同じです）。

教育訓練休暇の

取得について合意

教育訓練

休暇開始

ハローワーク労働者 事業主

休暇開始日から起算して30日を

経過するごとに認定申告書を提出

教
育
訓
練
休
暇
に
関
す
る
就
業
規
則
等
の

整
備

左
記
の
書
類
を
労
働
者
本
人
に
対
し
て
交
付

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
賃
金
月
額
証
明
書
等
を

提
出

事
業
主
に
教
育
訓
練
休
暇
取
得
確
認
票
を

提
出

事
業
主
か
ら
交
付
さ
れ
た
書
類
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
全
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
提
出

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
認
定
申
告
書
を
提
出
（
初

回
）

審
査
・
支
給
決
定

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
認
定
申
告
書
を
提
出

審
査
・
支
給
決
定

受
給
資
格
決
定
通
知
の
交
付
、
初
回
認
定

の
日
程
等
を
案
内

休暇開始日の
翌日から
起算して

10日以内

休暇開始日から起算して30日以内

事
業
主
に
賃
金
月
額
証
明
票
・
教
育
訓
練
休

暇
給
付
金
支
給
申
請
書
等
を
交
付

労働者

向 け

雇用保険の一般被保険者が、在職中に職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、

休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

スキルアップやリ・スキリングに取り組もうとする皆さまへ

給付月額額面月収

約195,000円350,000円

＜支給額のイメージ＞＜給付日数＞
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